






□本人の意向を最大限に尊重する

□話してくれたこと労う

□守秘義務を厳守する

□否定しない、責めない、遮らない

□最後までゆっくり聴く

□無理矢理に聞き出さない

□途中で質問をしない

□何度も同じ話をさせない

□話を聞く場所に配慮する

□不用意に複数人で対応しない

□安全で安心できること

□被害者が落ち着けること

□第三者が偶発的に同席しない、近づかないこと

□授業で頻繁に利用する機会がないこと

□向かい合わせに着席しないこと

□他の児童、生徒がいる場所で
    被害者を呼び出さないこと

お一人お一人、被害の影響が異なります。影響が出る
のが被害直後の方もいれば、被害から長期間経過し
た時に出る方もいます。特に児童、生徒は保護者に気
を遣い自身の不調を明らかにせず、我慢をすること
があります。

□「たすけてほしい」という気持ちを持てない

□相談する気力がない

□学校にいかない、いけなくなる

□無気力になる

□落ち着かない

□人と話す、会うのが苦痛

□動悸がする

□不眠

□腹痛

□倦怠感

□食欲不振

抱え込まず専門機関を利用してください

□被害者支援は、一人またはひとつの組織でできるものではありません。

□一般的に、早期に適切な支援を受けた被害者等の方は、被害の影響からの回復が早いと言われています。

□国内には「犯罪被害者等支援機関（専門機関）」が複数あります。

□専門機関に相談する際は、被害当事者またはそのご家族の承諾を可能な限り得るようにしてください。

□被害直後だけでなく、被害から中長期が経過していても相談できます。

□警察への被害届の有無は問いません。匿名でも相談できます。

□専門機関は守秘義務を厳守しており、支援は無料です。

□相談したからといって、支援を必ず受けなければいけないということはありません。

児童、生徒が犯罪被害者等となったときに
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1）自身を大切にすること、相談することを学ぶ
児童が自身の命と心と身体を大切にし、犯罪被害に遭った時に相談することの
大切さを知ってもらうための広報物です。

2）利用の基本モデル（参考にしてください）
①職員間で、本ハンドブックを共有してください。
②ワークシートをモノクロコピーまたは出力で児童数分準備してください。
③ワークシートに掲載している情報を可能な限り事前に確認してください。
④ワークシートは、より理解が深まるよう学び順を定めていますが、必要に応じて判断してください。
＜推奨する学び順/タブレットをご活用ください＞
1：自分を守る島（クイズ形式）
2：話してみようの島（アニメーション）
3：相談の島（サイト）
4：ひとりでがんばらないの島（サイト）

⑤「つながる新聞（裏面）」でまとめの学習をしてください。
⑥相談することは当たり前の権利であることを伝えてください。

「導入」で話していただきたいこと
・自身の命と心と身体が安全であることが何より優先されること
・いやなことがあったら相談すること
・相談することは恥ずかしいことではなく、当たり前のことであること
・相談して解決してもらう権利があること
・信用できる人に相談すること
・これから「犯罪被害の話」をすること
上記を適宜お話しください。

3）留意点

・犯罪被害者の児童（保護者やきょうだいが犯罪被害にあった児童を含みます）が
事前の調査の必要がなく把握できている場合は、参加の意思を可能な限り確認してください。
・児童にとって「犯罪被害」の話は恐怖心を与える可能性があります。
児童の様子に気を配るようにしてください。

「いやなこと、がまんしない！ つながるワークシート」

児童向けワークシートの利用方法

児童
向け

データの
ダウンロードは
こちら▼



2）利用の基本モデル（参考にしてください）

3）留意点

1）犯罪にあたる行為を認識し、被害者にも加害者にもならないよう学ぶ
生徒が自身だけでなく他人を尊重し、安全で安心な生活を送れるよう、
犯罪被害、相談機関を知ってもらうための広報物です。

①職員間で、本ハンドブックを共有してください。
②ワークシートをモノクロコピーまたは出力で生徒数分準備してください。
③ハンドブックに掲載している情報を可能な限り事前に確認してください。
＜推奨する学び順/タブレットをご活用ください＞
特に推奨する学び順はありません。生徒の状況に応じて自由に利用ください。

「導入」で話していただきたいこと
・自身の命と心と身体が安全であることが何より優先されること
・他人の命と心と身体の安全も尊重すること
・相談することは恥ずかしいことではなく、当たり前のことであること
・相談して解決してもらう権利があること
・信用できる人に相談すること
・加害者にならないこと
上記を適宜お話しください。

・犯罪被害者の生徒（保護者やきょうだいが犯罪被害にあった生徒を含みます）が
事前の調査の必要がなく把握できている場合は、参加の意思を可能な限り確認してください。

知っているといざというとき、役立つ

「犯罪被害ガイドブック」の利用方法

中高生
向け

データの
ダウンロードは
こちら▼


